
一
に
在
っ
て
、
前
回
利
家
の
呉
服
御
用
を
勤
め
、
ご
代

一
紹
務
、
三
代
九
兵
衛
相
織
い
で
加
賀
蒋
の
.
命
を
奉
じ

一
た
が
、
迭
に
蓋
を
破
っ
て
江
戸
に
居
っ
た
。
四
代
九

兵
衛
乃
ち
幼
よ
り
蒔
絡
を
製
ん
で
、
利
常
の
御
用
細

工
人
と
な
り
、
寛
文
十
年
以
降
二
十
人
扶
持
を
受
け

た
。
子
源
四
郎
は
扶
持
を
失
ひ
、
家
道
一
一
時
袈
へ
、

六
代
九
兵
衛
是
随
を
館
、
七
代
九
兵
衛
の
時
安
永
六

年
復
十
人
扶
持
を
給
せ
ら
れ
、
子
孫
相
受
け
た
。
世

に
四
代
九
兵
衡
を
古
道
甫
叉
は
喜
三
郎
議
甫
の
門
人

と
撞
い
た
も
の
も
あ
る
が
誤
認
で
あ
る
。

シ
ミ
ヅ
ジ
清
水
寺

4
Y
ミ
ザ
カ

y
ノ

y

清

水
観
普
。

シ
ミ
ヅ
タ
ヨ
ウ
清
水
織
河
北
郡
清
水
に
あ
っ

た
。
賀
踏
の
調
書
に
、
こ
の
村
持
山
の
内
に
古
城
跡

が
あ
っ
て
、
清
水
兵
衛
が
爵
住
し
た
と
あ
る
。

シ
ξ
ヅ
セ
イ
清
水
誠
砿
化
二
年
金
揮
に
生
ま

る
。
初
名
金
之
助
。
嶺
新
兵
衛
の
五
男
で
清
水
氏
を

鎗
い
だ
も
の
。
幼
よ
り
聴
態
、
明
治
三
年
金
稼
務
に

抜
擢
せ
ら
れ
て
備
闘
に
留
皐
し
‘
次
い
で
文
部
省
の

留
犠
生
と
な
り
、
七
年
間
岡
大
串
院
金
星
経
過
測
検

の
震
に
聴
用
せ
ら
れ
た
。
同
年
臆
朝
、
八
年
二
月
東

京
に
於
い
て
燐
寸
を
製
造
し
、
爾
後
横
須
賀
這
般
既

に
官
仕
す
る
俄
暇
勉
め
て
事
識
を
監
督
し
、
十
三
年

迭
に
全
然
外
倒
産
燐
寸
の
轍
入
を
防
止
す
る
こ
と
を

得
た
。
後
ご
十
一
年
金
揮
に
返
隠
し
、
三
十
二
年
二

周
八
日
五
十
四
歳
を
以
て
裂
。
大
E
四
年
十
一
周
功

に
よ
り
従
軍
位
を
遺
贈
せ
ら
れ
た
。

シ

εヅ
ダ
Z

涜
水
谷
石
川
郡
冬
瓜
山
の
北
方

に
あ
る
渓
谷
で
、
そ
の
水
水
品
谷
の
そ
れ
と
合
し
雄

谷
と
な
り
、
下
流
尾
添
川
に
注
戸
、
。

シ
ミ
ヅ
ダ
=
清
水
谷
河
北
郡
王
ケ
庄
に
毘
す

る
部
務
。

シ

εヅ
ダ
-
-
ガ
ハ

清
ホ
谷
川

I
'
モ
リ
モ
ト
ガ

シ
ミ
i

シ
モ

4 ・
》

ハ
森
下
川
。

シ
ξ
ヅ
タ
ヒ
ラ

す
る
部
務
。

シ
ξ
ヅ
ハ
チ
マ
ン
グ
ウ
清
水
八
幡
宮
河
北
郡

清
水
に
鎮
座
す
る
。
註
記
に
は
、
村
上
天
皐
一
天
隠
元

年
箔
療
の
流
行
し
て
小
児
の
多
〈
死
ん
だ
時
、
こ
a
A

に
石
清
水
八
幡
宮
を
勧
請
し
た
に
初
り
、
建
仁
中
富

樫
左
衛
門
が
末
世
に
富
士
椴
現
を
奉
粛
し
、
次
い
で

法
蔵
坊
を
置
い
て
奉
仕
せ
し
め
た
と
あ
る
。
後
世
に

は
本
山
綬
の
山
伏
貸
議
院
が
跨
た
。

シ
ミ
ヅ
ハ
チ
ロ
Z
モ
ン
清
水
八
郎
右
衛
門
初

め
富
悶
越
後
の
霞
で
あ
っ
た
が
、
後
滞
の
士
と
な
り
、

百
五
十
石
を
受
け
た
。
子
探
六
代
入
右
衛
門
勝
知
の

時
断
紹
し
た
。

シ
ミ
ヅ
ハ
ラ
清
水
原
羽
咋
郡
邑
知
院
に
臨
す

る
部
落
。

シ

εヅ
ヒ
ロ
ツ
グ
清
水
寛
次
逝
稽
佐
五
右
衛

門
。
事
保
九
年
御
歩
小
頭
と
し
て
新
知
百
石
を
受

け
、
延
亭
四
年
三
十
人
頭
に
進
み
、
費
時
四
年
六
十

八
践
を
以
て
夜
。
子
孫
相
鎗
い
で
務
に
仕
へ
る
。

シ
さ
ヅ
ポ
ウ
清
水
坊
能
奨
郡
清
水
に
在
っ
た
。

文
明
=
一
年
五
月
替
海
坊
賢
哲
一
宇
を
創
建
し
て
名
を

蓮
俸
と
い
ひ
、
慶
長
十
九
年
五
代
路
湿
の
時
金
棒
に

移
っ
た
。
興
宗
東
波
長
徳
寺
卸
ち
是
で
あ
る
。

シ
ミ
ヅ
マ
イ
清
水
米
鹿
島
郡
七
尾
の
名
産
で
、

務
か
ら
幕
府
へ
滋
献
し
た
。
能
m
R
名
跡
志

m，
ロ
ハ
七

尾
〉
の
僚
に
清
水
米
を
名
物
と
し
て
患
げ
、
叉
別
に

『
清
水
寺
と
て
密
宗
あ
り
。
簸
僻
の
観
曹
は
春
日
の

作
な
り
。
此
寺
大
同
年
中
開
基
と
て
名
湖
あ
り
。
御

瀧
と
て
稿
坪
ご
つ
あ
り
。
諸
人
歩
を
運
ぶ
也
。
腕
，
ロ

清
水
米
は
此
厨
よ
り
始
れ
・
り
。
』
と
記
し
て
、
清
水
米

が
、
も
と
高
行
村
清
水
寺
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
如
〈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で

清
水
平

鹿
島
郡
南
三
郷
に
廊

ご

リ
4

u

、一
γ

・'m

一

-

-

一

会

-

一

-

-

f

d

J

-
-
J帽

'
J

一5
h
a
忌

レ

-h-一一
J
L
A

二
4

九

あ
る
か
を
侍
へ
ぬ
。
案
ず
る
に
鶴
一
記
に
、
『
清
水
米
御

用
強
来
年
之
分
話
秋
よ
り
不
巾
渡
候
へ
ば
出
来
衆

申
候
。
併
百
袋
許
迄
の
儀
は
、
回
数
五
十
日
程
以
来

に
申
渡
候
へ
は
致
出
来
候
。
是
以
各
申
は
天
気
次
第

に
而
、
右
目
敏
よ
り
相
怒
り
候
儀
も
有
之
候
。
』
と
あ

る
か
ら
、
米
の
寒
晒
し
の
や
号
な
も
の
で
あ
る
ま
い

か
。
之
受
精
水
寺
の
溜
の
下
疏
に
植
ゑ
た
米
で
あ
る

と
解
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
幕
府
に
滋
献

す
る
意
味
も
な
〈
、
七
尾
で
産
す
る
こ
と
に
成
っ
た

と
い
ふ
も
解
じ
縫
い
。

シ
ミ
ヅ
ヤ
キ
清
水
焼
珠
洲
郡
法
住
寺
(
部
落

名
〉
で
遺
ら
れ
た
陶
器
で
あ
る
が
、
零
細
は
明
ら
か

で
な
い
。

シ
ミ
ヅ
ヲ
イ
ザ
ン
清
水
来
山
金
揮
の
俳
人
。

春
照
一
路
と
脱
し
た
。
名
は
給
品
川
。
指
物
職
を
業
と
し
、

明
治
三
十
八
年
十
一
周
九
日
六
十
ご
歳
を
以
て
渡
し

た。
タ
ミ
ヨ
ウ
イ
ン
持
明
院
金
掬
仰
木
新
保
に
在
っ

て
、
江
林
山
と
蹴
し
、
提
言
宗
に
臨
す
る
。
も
と
安

江
村
に
あ
っ
た
が
、
高
治
ご
年
・
諮
問
勘
兵
衛
の
宅
祉

即
ち
今
の
地
に
移
っ
た
。
笛
時
は
白
蜜
紳
祉
の
祉
併

で
お
っ
た
か
ら
白
盟
諸
持
明
院
と
も
呼
び
、
・
丈
六
の
不

動
範
を
本
地
仰
と
し
で
あ
っ
た
。
寺
内
に
妙
怒
と
携

す
る
蓮
が
あ
り
、
今
天
然
記
念
物
に
な
っ
て
ゐ
る
0

4
ミ
ヨ
ウ
レ

y

妙
蓮
。

ジ
ミ
ヨ
ウ
イ
ン
ジ
ユ
ポ
ク
ド
ウ
シ
ヨ
シ
キ
持
明

院
入
木
遺
書
式
一
巻
。
元
隊
十
年
山
本
基
腐
の
編

し
た
も
の
。
基
賭
は
醤
遣
を
持
明
院
基
時
期
に
習
っ

た
人
で
あ
る
。

シ
ム
ラ
ノ

g
a
キ
志
村
識
行
遁
穏
卒
丞
・
五

郎
左
衛
門
。
大
嬰
寺
候
の
匡
志
村
平
左
衛
門
の
ご
男

で
、
加
賀
務
の
新
番
に
召
出
さ
れ
、
前
田
重
田
川
の
御

側
小
綿
絡
と
な
り
、
延
亭
四
年
二
周
新
知
百
五
十
石

を
賜
ひ
、
表
小
勝
に
轄
じ
、
寛
延
元
年
百
石
を
加
へ

て
御
使
番
に
任
じ
、
質
勝
十
一
年
御
先
街
頭
、
明
和

八
年
御
持
弓
頭
と
な
り
・
、
安
永
六
年
百
五
十
石
を
加

へ
、
七
年
結
顕
並
に
滋
み
、
寛
政
三
年
五
百
.
石
を
加

へ
、
合
計
千
五
十
石
に
主
り
、
人
持
末
席
に
瑳
し
、

四
年
四
局
致
任
し
て
一
翁
と
践
し
、
隠
居
料
三
百
石

を
受
け
、
六
年
九
月
十
四
日
七
十
二
援
を
以
て
捜
し

た
。
級
行
に
議
徳
公
御
夜
話
の
箸
が
あ
る
。

ジ
メ
イ
自
明

J
ハ
ダ
ジ
メ
イ
沼
間
自
明
。

シ
メ
カ
ザ
リ
注
連
飾

4
カ
ザ
リ
ワ
ラ
節
録
。

シ
メ
ノ
示
野
石
川
郡
大
野
庄
に
屈
す
る
部
帯
。

天
正
十
四
年
.E用
廿
ご
日
附
前
闘
利
家
の
印
替
に
、

宮
腰
村
・
大
野
村
・
示
野
村
と
あ
る
も
の
で
、
慶
長
十

一
年
八
周
石
浦
郷
七
ヶ
村
の
述
m
布
陣
臥
に
、
し
め
の
村

叉
は
朱
菟
野
村
と
見
え
る
も
の
と
は
別
で
あ
る
。

シ
メ
ノ
ナ
カ
示
野
中
石
川
郡
大
野
庄
に
関
す

る
部
務
0

・

シ
モ
下
鹿
島
郡
飯
川
保
に
毘
す
る
部
帯
。
こ

の
保
内
に
は
飯
川
・
下
ご
村
の
み
で
あ
る
か
ら
、
下
は

飯
川
の
下
村
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
モ
下
鹿
島
郡
高
閲
保
に
臨
す
る
部
務
。
明

治
に
京
り
西
下
と
改
め
た
。

シ
モ
ア
ハ
ヅ
下
粟
津
江
沼
郡
能
美
境
に
臨
す

る
部
務
。
笈
憩
紀
聞
に
、
こ
の
村
領
の
長
山
と
い
ふ

所
、
及
び
笛
領
と
大
野
と
の
入
合
に
屋
敷
跡
が
あ
り
、

聞
の
申
に
首
療
と
て
古
墳
が
あ
る
と
記
さ
れ
る
。

シ
モ
ア
ハ
フ
下
栗
生
能
奨
都
板
簿
郷
に
関
す

る
部
務
。

シ
モ
ア
ラ
ヤ
下
驚
屋

る
部
務
。

シ
モ
オ
ホ
ツ
ポ

す
る
部
帯
.
。

シ
モ
カ
イ
ド
ウ

下
大
坪

下
街
道

三
七
九

河
北
郡
湯
涌
郷
に
臨
す

河
北
郡
弁
上
庄
に
鹿

北
陸
道
中
金
棒
か
ら


